
和
知
　
治

総
務
局
危
機
管
理
室
危
機
対
処
計
画
課
長

執
筆
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検
討
会
議
」
で
は
、
東
日
本
大
震

災
の
教
訓
の
総
括
を
行
う
と
と
も

に
、
防
災
政
策
の
基
本
原
則
（
災

害
対
策
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
「
減

災
」
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。）
や
、

今
後
重
点
的
に
取
り
組
む
べ
き
事

項
な
ど
、
今
後
の
我
が
国
の
防
災

対
策
の
方
向
性
に
つ
い
て
ま
と
め

た
「
防
災
対
策
推
進
検
討
会
議
最

終
報
告
」
を
平
成
24
年
７
月
に
決

定
し
た
（
中
間
報
告
に
つ
い
て
は

平
成
24
年
３
月
に
決
定
）。

　

災
害
対
策
基
本
法
に
つ
い
て

も
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
等
を

踏
ま
え
て
平
成
24
年
以
降
改
正
が

重
ね
ら
れ
、
震
災
対
策
等
に
関
す

る
法
制
上
の
措
置
が
と
ら
れ
て
き

た
。

　

ま
た
、
防
災
基
本
計
画
（
災
害

対
策
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
中

央
防
災
会
議
が
作
成
す
る
、
政
府

の
防
災
対
策
に
関
す
る
基
本
的
な

計
画
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
23
年

12
月
に
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え

た
地
震
・
津
波
対
策
の
抜
本
的
強

化
、
最
近
の
災
害
等
を
踏
ま
え
た

防
災
対
策
の
見
直
し
の
反
映
が
行

わ
れ
、
以
降
も
、
災
害
対
策
基
本

法
の
改
正
や
原
子
力
防
災
体
制
の

充
実
・
強
化
等
に
伴
う
修
正
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
。

３

��

防
災
計
画
「
震
災
対
策
編
」

の
修
正
経
過

　

本
市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
以

降
、
政
府
の
震
災
対
策
の
見
直
し

内
容
や
、
東
日
本
大
震
災
で
本
市

が
実
施
し
た
応
急
対
策
上
の
課

題
、
被
災
地
域
へ
の
派
遣
職
員
が

持
ち
帰
っ
た
教
訓
等
を
踏
ま
え
、

数
回
に
分
け
て
防
災
計
画
「
震
災

対
策
編
」の
修
正
を
行
っ
て
い
る
。

❶
平
成
23
年
度
修
正

　

平
成
23
年
度
に
は
、
東
日
本
大

震
災
に
お
け
る
救
助
・
救
急
活

動
、
避
難
場
所
運
営
な
ど
の
様
々

な
応
急
対
策
の
う
ち
、
市
民
の
生

命
を
守
り
、
円
滑
な
被
災
者
支
援

を
実
施
す
る
た
め
に
早
急
に
取
り

組
む
べ
き
事
項
に
つ
い
て
対
策
を

検
討
し
、
主
に
「
津
波
避
難
対

策
」、「
帰
宅
困
難
者
対
策
」
及
び

「
備
蓄
対
策
」
を
防
災
計
画
に
反

映
し
た
。

⑴
津
波
避
難
対
策

　

津
波
避
難
対
策
で
は
、「
発
生

頻
度
は
極
め
て
低
い
も
の
の
、
発

生
す
れ
ば
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

す
最
大
ク
ラ
ス
の
津
波
」及
び「
最

大
ク
ラ
ス
の
津
波
に
比
べ
て
発
生

頻
度
が
高
く
、
津
波
の
高
さ
は
低

い
も
の
の
大
き
な
被
害
を
も
た
ら

す
津
波
」
の
２
つ
の
レ
ベ
ル
の
津

波
を
想
定
し
た
。

　

ま
た
、
避
難
勧
告
・
指
示
の
発

令
基
準
を
明
確
化
す
る
と
と
も

に
、
神
奈
川
県
が
想
定
し
た
「
津

波
浸
水
予
測
図(

想
定
地
震
：
慶

長
型
地
震)

」
の
浸
水
予
測
区
域

を
基
本
と
し
て
、
避
難
対
象
区
域

を
指
定
す
る
と
と
も
に
、「
津
波

か
ら
の
避
難
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
を
策
定
し
た
。

⑵
帰
宅
困
難
者
対
策

　

帰
宅
困
難
者
対
策
で
は
、「
む

や
み
に
移
動
を
開
始
し
な
い
」
と

い
う
原
則
を
周
知
す
る
と
と
も

に
、
事
業
所
等
に
対
し
て
従
業
員

等
の
留
め
置
き
を
啓
発
す
る
な

ど
、
帰
宅
困
難
者
の
発
生
を
抑
制

す
る
た
め
の
対
策
を
推
進
し
た
。

ま
た
、
来
街
者
や
観
光
客
な
ど
、

徒
歩
帰
宅
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

１

��

横
浜
市
防
災
計
画
の
位
置

づ
け

　

横
浜
市
防
災
計
画
（
以
下
、
防

災
計
画
）
は
、
災
害
対
策
基
本
法

（
昭
和
36
年
法
律
第
２
２
３
号
）

に
定
め
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画

と
し
て
の
位
置
づ
け
を
持
つ
も
の

で
あ
り
、
本
市
の
災
害
対
策
の
基

本
的
か
つ
総
合
的
な
計
画
と
し

て
、
横
浜
市
防
災
会
議
に
よ
り
作

成
・
修
正
し
て
い
る
。

　

防
災
計
画
は
、「
震
災
対
策
編
」

「
風
水
害
等
対
策
編
」「
都
市
災
害

対
策
編
」
の
３
編
か
ら
な
り
、
毎

年
そ
れ
ら
の
内
容
に
検
討
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
て
修
正
を
し
て

い
る
。

２

��

東
日
本
大
震
災
等
を
受
け

た
震
災
対
策
の
見
直
し
の
動

き

　

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し

た
東
日
本
大
震
災
を
受
け
て
、
震

災
対
策
の
大
幅
な
見
直
し
が
進
め

ら
れ
て
き
た
。

　

中
央
防
災
会
議
に
お
け
る
専
門

調
査
会
で
あ
る
「
防
災
対
策
推
進

特
集 

《3》 

東
日
本
大
震
災
以
降
の
横
浜
の
取
組

② 

横
浜
市
防
災
計
画
「
震
災
対
策
編
」
の
修
正
に
つい
て

震
災
に
対
す
る
横
浜
の
備
え
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い
人
々
が
帰
宅
困
難
者
と
な
っ
た

と
き
に
備
え
て
、
帰
宅
困
難
者
の

安
全
の
確
保
と
災
害
関
連
情
報
等

を
提
供
す
る
た
め
の
「
帰
宅
困
難

者
一
時
滞
在
施
設
」
を
拡
充
す
る

こ
と
と
し
た
。

⑶
備
蓄
対
策

　

備
蓄
対
策
で
は
、
地
域
防
災
拠

点
（
本
市
に
お
け
る
指
定
避
難
所

の
名
称
）
で
避
難
生
活
を
送
る
避

難
者
や
帰
宅
困
難
者
に
供
給
す
る

物
資
の
備
蓄
に
つ
い
て
、
備
蓄
品

目
を
追
加
し
、
備
蓄
数
量
を
充
実

す
る
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
帰
宅
困
難
者
用
備
蓄
庫

の
整
備
や
、
帰
宅
困
難
者
一
時
滞

在
施
設
に
お
い
て
も
可
能
な
範
囲

で
本
市
が
保
有
す
る
物
資
の
保
管

を
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
物
資
の

分
散
備
蓄
を
進
め
る
こ
と
と
し

た
。

❷
平
成
24
年
度
修
正

　

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
や
課
題

な
ど
を
踏
ま
え
、「
減
災
」
と
「
人

命
最
優
先
の
対
策
の
強
化
」
を
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
横
浜
市

防
災
計
画
「
震
災
対
策
編
」
を
全

面
的
に
修
正
し
た
。

⑴
計
画
修
正
の
経
緯

　

横
浜
市
役
所
全
体
で
震
災
対
策

の
見
直
し
を
進
め
る
た
め
、
副
市

長
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
そ
の
下

に
、
災
害
対
策
本
部
の
あ
り
方
や

避
難
所
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
す

る
た
め
、
テ
ー
マ
ご
と
に
18
の
検

討
部
会
を
設
け
て
検
討
を
行
っ

た
。

　

ま
た
、
幅
広
い
意
見
を
計
画
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
市
民
意
見
募

集
や
、
自
治
会
町
内
会
の
代
表
者

や
学
識
経
験
者
な
ど
の
有
識
者
等

と
の
意
見
交
換
会
を
開
催
す
る
な

ど
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
検

討
に
活
か
し
た
。

　

修
正
素
案
を
作
成
し
た
段
階
で

も
、
地
域
や
福
祉
な
ど
各
種
の
団

体
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
ほ

か
、
修
正
素
案
に
つ
い
て
の
市
民

意
見
募
集
や
有
識
者
等
と
の
意
見

交
換
会
な
ど
を
実
施
し
、
最
終
的

に
は
横
浜
市
防
災
会
議
で
審
議
を

行
い
、
計
画
を
修
正
し
た
。

⑵
主
な
修
正
内
容

ア　

地
震
被
害
想
定

　

本
市
に
と
っ
て
、
最
大
の
被
害

を
も
た
ら
す
揺
れ
や
津
波
を
起
こ

す
地
震
を
対
象
と
し
た
被
害
想
定

と
し
た
。

　

想
定
地
震
は
、
被
害
想
定
全
般

に
つ
い
て
は
元
禄
型
関
東
地
震
、

東
京
湾
北
部
地
震
及
び
南
海
ト
ラ

フ
巨
大
地
震
を
対
象
と
し
、
津
波

被
害
に
つ
い
て
は
慶
長
型
地
震
を

対
象
と
し
た
。

　

元
禄
型
関
東
地
震
で
は
、
横
浜

市
内
で
震
度
５
強
か
ら
震
度
７
の

揺
れ
と
な
り
、
広
い
範
囲
で
震
度

６
以
上
の
強
い
揺
れ
と
な
る
。
ま

た
、
慶
長
型
地
震
で
は
、
津
波
に

よ
る
全
壊
・
半
壊
建
物
が
多
数
発

生
し
、
道
路
や
鉄
道
も
浸
水
の
影

響
を
何
ら
か
の
形
で
受
け
る
区
間

が
多
数
発
生
す
る
。
主
な
被
害
想

定
は
表
１
の
と
お
り
。

イ　

減
災
目
標
の
設
定

　

国
の
防
災
基
本
計
画
で
、「
減

災
」
の
考
え
方
が
防
災
の
基
本
方

針
に
追
加
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
受

け
て
減
災
目
標
を
設
定
し
た
。

　

減
災
目
標
と
し
て
、
平
成
25
年

度
か
ら
34
年
度
の
10
年
間
で
、
元

禄
型
関
東
地
震
（
地
震
動
に
よ
る

被
害
が
対
象
）
及
び
慶
長
型
地
震

（
津
波
に
よ
る
被
害
が
対
象
）
で

想
定
さ
れ
る
死
者
数
・
建
物
被
害

棟
数
を
50
％
減
少
さ
せ
、
避
難
者

数
を
40
％
減
少
さ
せ
る
こ
と
と
し

た
。

　

ま
た
、
こ
の
減
災
目
標
の
達
成

に
向
け
た
具
体
的
対
策
を
と
り
ま

と
め
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
し

て
「
横
浜
市
地
震
防
災
戦
略
」
を

策
定
し
、
そ
の
内
容
を
盛
り
込
ん

だ
。

ウ　

地
震
に
強
い
都
市
づ
く
り

　

建
物
の
耐
震
化
・
不
燃
化
な

ど
、
地
震
に
強
い
都
市
づ
く
り
を

推
進
す
る
た
め
、
公
共
施
設
等
の

耐
震
化
目
標
を
設
定
す
る
こ
と
や

緊
急
輸
送
路
等
沿
道
の
民
間
建
築

物
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
こ
と
等

を
規
定
し
た
。

エ　

災
害
医
療
体
制

　

以
前
は
、
災
害
拠
点
病
院
や
地

域
医
療
救
護
拠
点
（
中
学
校
区
に

1
箇
所
を
目
安
に
整
備
し
、
地
域

防
災
拠
点
と
連
携
し
た
運
営
を

図
っ
て
い
た
も
の
。）
で
応
急
医

療
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
た

が
、
地
域
医
療
救
護
拠
点
を
廃
止

し
た
。

　

地
域
防
災
拠
点
で
の
応
急
医
療

の
提
供
を
、
医
療
救
護
隊
（
１
隊

５
人
程
度
を
基
本
に
医
師
、
看
護

師
、
薬
剤
師
等
で
編
成
し
、
主
に

軽
症
者
に
対
す
る
応
急
医
療
を
行

う
チ
ー
ム
）
の
巡
回
に
よ
り
行
う

こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
災
害
拠
点
病
院
（
主
に

重
症
者
の
受
入
れ
を
担
当
）
の
ほ

か
、
災
害
時
救
急
病
院
（
主
に
中

等
症
の
者
の
受
入
れ
を
担
当
）
で

の
負
傷
者
の
受
入
れ
に
つ
い
て
も

規
定
し
た
。

オ　

災
害
対
策
本
部
の
組
織
・
運

営
　

従
来
の
災
害
対
策
本
部
組
織

は
、
平
常
時
の
組
織
が
そ
の
ま
ま

災
害
時
の
組
織
に
移
行
し
て
い
た

た
め
、
発
災
時
に
発
生
す
る
様
々

な
業
務
に
対
し
て
組
織
の
枠
を
超

え
た
迅
速
な
意
思
決
定
や
柔
軟
・

的
確
な
対
応
が
困
難
だ
っ
た
こ
と

へ
の
反
省
か
ら
、
横
浜
市
災
害
対

策
本
部
に
複
数
の
局
を
統
合
し
た

17
の
機
能
別
チ
ー
ム
を
新
た
に
設

置
し
た
（
図
１
）。

　

ま
た
、
災
害
へ
の
対
応
方
針
等

に
つ
い
て
全
局
長
等
を
招
集
し
て

慶長型地震

※津波被害のみ

建物被害（全壊棟数） 34,669棟 4,331棟 160棟 412棟
焼失棟数 77,700棟 13,000棟 5棟 －

死者数 3,260人 460人 79人 595人
負傷者数 21,700人 4,800人 347人 －

避難者数（１日後） 577,000人 234,000人 100,000人 －

元禄型
関東地震

東京湾
北部地震

南海トラフ
巨大地震

表１　主な被害想定
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要
援
護
者
等
に
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
、
よ
り
明
確
に
規
定
し

た
。

キ　

物
資
の
供
給

　

救
援
物
資
を
円
滑
に
避
難
所
等

へ
供
給
す
る
体
制
を
確
立
す
る
た

め
、
発
災
直
後
は
被
災
者
の
要
請

に
基
づ
か
な
い
プ
ッ
シ
ュ
型
で
の

供
給
を
行
い
、
そ
の
後
、
物
流
機

能
が
一
定
程
度
回
復
し
た
段
階

で
、
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く

プ
ル
型
の
供
給
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

ク　

復
旧
・
復
興
対
策

　

災
害
救
助
法
に
定
め
る
応
急
仮

設
住
宅
の
供
与
に
つ
い
て
、
建
設

に
よ
る
場
合
の
用
地
確
保
や
借
上

げ
に
よ
る
場
合
の
住
宅
選
定
の
考

え
方
の
ほ
か
、
応
急
仮
設
住
宅
の

入
居
対
象
者
の
考
え
方
を
盛
り
込

ん
だ
。

　

ま
た
、
都
市
復
興
、
経
済
復
興
、

住
宅
復
興
、
生
活
暮
ら
し
復
興
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
、
復
興
の
進

め
方
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し

た
。

ケ　

災
害
応
援
計
画

　

被
災
自
治
体
へ
の
支
援
体
制
を

整
備
す
る
た
め
、
災
害
応
援
対
策

本
部
の
具
体
的
な
役
割
を
明
確
に

し
た
。
ま
た
、
被
災
自
治
体
か
ら

の
被
災
者
受
入
れ
に
つ
い
て
、
公

共
施
設
・
公
営
住
宅
等
に
お
け
る

受
入
れ
の
考
え
方
を
整
理
し
た
。

❸
平
成
26
年
度
修
正

　

被
災
者
等
の
避
難
対
策
と
し

て
、
切
迫
し
た
災
害
の
危
険
か
ら

逃
れ
る
た
め
の
「
指
定
緊
急
避
難

場
所
」
と
、
被
災
者
が
一
定
期
間

滞
在
し
て
避
難
生
活
を
送
る
た
め

の
「
指
定
避
難
所
」
と
を
明
確
に

区
分
し
て
指
定
す
る
な
ど
、
災
害

対
策
基
本
法
の
改
正
に
よ
る
対
策

を
盛
り
込
ん
だ
。

　

ま
た
、
地
震
火
災
対
策
の
強
化

に
関
す
る
取
組
と
し
て
、
地
震
火

災
の
被
害
が
特
定
地
域
に
集
中
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
対

象
地
域
を
絞
り
込
ん
だ
上
で
感
震

ブ
レ
ー
カ
ー
等
の
設
置
補
助
を
行

う
こ
と
や
、
不
燃
化
の
推
進
が
必

要
な
地
域
に
、
建
築
の
際
に
準
耐

火
建
築
物
以
上
と
す
る
防
火
規
制

を
導
入
す
る
な
ど
の
、「
横
浜
市

地
震
防
災
戦
略
に
お
け
る
地
震
火

災
対
策
方
針
」
の
内
容
を
反
映
し

た
。
さ
ら
に
、
復
興
に
関
す
る
事

前
対
策
を
充
実
す
る
こ
と
と
し

た
。

❹
平
成
28
年
度
修
正

　

被
災
者
へ
の
物
資
の
供
給
に
つ

い
て
物
流
事
業
者
と
の
連
携
を
強

化
し
た
こ
と
、
損
壊
し
た
建
物
・

廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
石
綿
（
ア
ス

ベ
ス
ト
）
の
飛
散
対
策
、
公
共
建

築
物
に
お
け
る
市
民
の
安
全
確
保

や
災
害
時
の
防
災
機
能
の
確
保
の

た
め
定
め
た
「
横
浜
市
公
共
建
築

物
天
井
脱
落
対
策
事
業
計
画
」
の

内
容
等
を
反
映
し
た
（
平
成
29
年

４
月
１
日
運
用
開
始
予
定
）。

４

��

今
後
の
計
画
修
正
の
取
組

　

平
成
28
年
度
に
は
、
熊
本
地
震

を
踏
ま
え
て
本
市
の
震
災
対
策
を

検
証
し
た
。

　

検
証
で
は
、
被
災
地
の
支
援
に

あ
た
っ
た
職
員
へ
の
調
査
や
、
被

災
地
域
の
現
地
調
査
に
よ
っ
て
課

題
を
抽
出
し
、
震
災
対
策
の
見
直

し
の
必
要
性
を
検
討
す
る
と
と
も

に
、
対
応
の
方
向
性
を
整
理
し
て

い
る
。

　

こ
の
検
証
に
基
づ
き
見
直
し
を

行
う
対
策
の
う
ち
、
本
市
の
震
災

対
策
の
根
幹
に
関
わ
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
平
成
29
年
度
に
改
め
て

防
災
計
画
を
修
正
し
、
震
災
対
策

の
充
実
化
の
状
況
を
反
映
す
る
予

定
で
あ
る
。

５

��

防
災
対
策
の
実
効
性
の
確

保
に
向
け
て

　

こ
れ
ま
で
、
防
災
計
画
の
修
正

の
取
組
に
つ
い
て
説
明
し
て
き

た
。

　

防
災
計
画
が
災
害
対
策
の
基
本

的
か
つ
総
合
的
な
計
画
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
防

災
計
画
を
運
用
す
る
た
め
の
具
体

的
な
対
応
に
つ
い
て
は
、
減
災
目

標
の
達
成
に
向
け
た
具
体
的
対
策

と
し
て
の
「
横
浜
市
地
震
防
災
戦

決
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
開

催
す
る
横
浜
市
災
害
対
策
本
部
会

議
の
ほ
か
に
、
対
応
方
針
等
の
迅

速
な
意
思
決
定
の
た
め
に
、
市

長
、
副
市
長
、
危
機
管
理
監
や
災

害
対
策
上
の
主
要
な
局
長
等
に
限

定
し
て
構
成
す
る
、
幹
部
会
議
を

設
置
し
た
。

カ　

被
災
者
等
の
避
難
対
策

　

東
日
本
大
震
災
の
際
、
本
市
で

は
、
地
域
に
よ
っ
て
地
域
防
災
拠

点
を
開
設
す
る
、
し
な
い
の
判
断

基
準
が
異
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
市

内
１
か
所
以
上
で
震
度
５
強
以
上

の
地
震
（
気
象
庁
発
表
）
が
発
生

し
た
と
き
は
、
全
地
域
防
災
拠
点

を
開
設
す
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、

地
域
防
災
拠
点
の
開
設
基
準
、
閉

鎖
等
の
実
施
者
や
手
順
等
を
明
確

化
し
た
。

　

ま
た
、
被
災
地
に
お
い
て
、
避

難
場
所
運
営
の
ル
ー
ル
や
運
営
体

制
等
が
不
明
確
で
あ
っ
た
た
め
、

避
難
者
同
士
又
は
学
校
職
員
と
の

ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
な
ど
の
問

題
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
域

防
災
拠
点
の
運
営
に
避
難
者
等
も

協
力
す
る
こ
と
や
、
学
校
職
員
も

拠
点
運
営
を
支
援
す
る
こ
と
を
明

確
に
し
た
。

　

さ
ら
に
、
男
女
共
同
参
画
の
視

点
や
災
害
時
要
援
護
者
に
配
慮
し

た
対
策
を
更
に
充
実
さ
せ
る
必
要

が
あ
る
と
再
認
識
さ
れ
た
た
め
、

地
域
防
災
拠
点
等
に
お
け
る
専
用

ス
ペ
ー
ス
の
確
保
な
ど
、
女
性
や
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ま
た
、
防
災
計
画
や
様
々
な
細

部
計
画
を
実
効
性
の
あ
る
も
の
と

し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
、
こ
の

よ
う
な
取
組
を
通
じ
て
、
法
律
の

見
直
し
等
の
制
度
改
正
の
側
面
か

ら
の
見
直
し
に
止
ま
ら
ず
、
実
際

の
運
用
上
の
視
点
を
含
め
て
本
市

の
防
災
対
策
を
継
続
的
に
チ
ェ
ッ

ク
し
、
磨
き
上
げ
て
い
く
サ
イ
ク

ル
を
確
立
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

略
」
や
、
応
急
対
策
上
必
要
な
各

種
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
い
っ
た
様
々
な

細
部
計
画
等
を
定
め
、
取
り
組
ん

で
い
る
。

　

本
市
で
は
従
前
か
ら
、
防
災
計

画
の
修
正
を
含
め
て
、
実
際
に
発

生
し
た
災
害
の
教
訓
を
踏
ま
え
て

防
災
対
策
を
推
進
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
中
で
も
、
大
地
震
発
生

時
に
行
う
災
害
応
急
対
策
に
つ
い

て
は
、
本
市
、
防
災
関
係
機
関
、

市
民
及
び
事
業
者
等
が
一
丸
と
な

り
、
限
ら
れ
た
時
間
や
少
な
い
情

報
と
い
う
よ
う
な
状
況
下
で
あ
っ

て
も
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

　

初
動
期
の
主
な
震
災
対
策
と
し

て
、
自
助
・
共
助
の
分
野
で
は
、

自
宅
等
の
出
火
防
止
措
置
、
近
隣

同
士
の
助
け
合
い
や
地
域
の
協
力

に
よ
る
避
難
生
活
の
対
応
な
ど
が

あ
り
、
公
助
の
分
野
で
は
市
・
区

災
害
対
策
本
部
に
よ
る
各
種
情
報

の
集
約
、
市
民
等
へ
の
情
報
提

供
、
避
難
対
策
、
医
療
対
策
や
、

消
火
・
救
助
を
始
め
と
し
た
消
防
・

警
察
・
自
衛
隊
等
の
対
応
な
ど
が

あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
対
応
を
し
っ
か
り
と

行
う
た
め
に
、
特
に
本
市
の
職
員

は
、
必
要
な
知
識
を
日
頃
か
ら
習

得
し
て
お
く
こ
と
に
加
え
、
個
々

の
役
割
に
応
じ
て
、
様
々
な
分
野

の
災
害
を
想
定
し
た
訓
練
や
研
修

な
ど
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
む
こ

と
が
必
要
だ
。

（市長）

（副市長、危機管理監）

◎市民局、政策局

◎チームの主管局

本部長

副本部長

統括調整部
　長：危機管理監

応急対策部
長：副市長

政策局

本部運営チーム
総務局

◎総務局、市民局 医療調整チーム
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◎総務局、市民局

文化観光局
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建築局
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長：副市長
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会計室
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教育委員会事務局
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図１　横浜市災害対策本部　組織図




